
提

出

者

長

妻

昭

平
成
十
四
年
七
月
三
十
一
日
提
出

質

問

第

一

九

一

号

防
衛
庁
の
ほ
か
、
内
閣
官
房
、
警
察
庁
、
総
務
省
、
法
務
省
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
及
び
会
計
検
査
院
が
、
情

報
公
開
法
に
基
づ
く
行
政
文
書
開
示
請
求
書
記
載
以
外
の
個
人
情
報
を
リ
ス
ト
化
し
て
い
る
件
に
関
す
る
質
問

主
意
書
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防
衛
庁
の
ほ
か
、
内
閣
官
房
、
警
察
庁
、
総
務
省
、
法
務
省
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
及
び
会
計
検
査
院
が
、
情

報
公
開
法
に
基
づ
く
行
政
文
書
開
示
請
求
書
記
載
以
外
の
個
人
情
報
を
リ
ス
ト
化
し
て
い
る
件
に
関
す
る
質
問

主
意
書

平
成
十
四
年
七
月
二
十
三
日
に
、
防
衛
庁
の
ほ
か
、
内
閣
官
房
、
警
察
庁
、
総
務
省
、
法
務
省
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
及
び

会
計
検
査
院
が
、
情
報
公
開
法
に
基
づ
く
行
政
文
書
開
示
請
求
書
記
載
以
外
の
個
人
情
報
を
リ
ス
ト
化
（
本
リ
ス
ト
と
い
う
）

し
て
い
る
旨
の
答
弁
書
を
頂
い
た
。
そ
こ
で
お
尋
ね
す
る
。
お
答
え
は
そ
れ
ぞ
れ
省
庁
ご
と
に
お
示
し
願
い
た
い
。

一

そ
れ
ぞ
れ
の
省
庁
で
、
本
リ
ス
ト
は
何
人
分
作
成
さ
れ
て
い
た
の
か
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
行
政
文
書
開
示
請
求
書
に
記
載
さ

れ
て
い
な
い
項
目
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
種
類
別
に
人
数
を
お
示
し
願
い
た
い
。

二

答
弁
書
で
は
本
リ
ス
ト
に
は
、
「
開
示
請
求
者
の
連
絡
先
と
し
て
開
示
請
求
者
の
勤
務
先
企
業
名
等
が
記
載
さ
れ
て
い

た
」
と
あ
る
。
開
示
請
求
者
の
連
絡
先
は
、
行
政
文
書
開
示
請
求
書
に
記
載
す
る
欄
が
あ
り
、
こ
れ
以
外
の
連
絡
先
情
報
が

な
ぜ
必
要
な
の
か
疑
問
に
思
う
が
い
か
が
か
。
省
庁
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
疑
問
に
お
答
え
願
い
た
い
。

三

答
弁
書
で
は
本
リ
ス
ト
に
は
、
「
開
示
請
求
者
の
連
絡
先
と
し
て
開
示
請
求
者
の
勤
務
先
企
業
名
等
が
記
載
さ
れ
て
い

た
」
と
あ
る
。
こ
の
「
勤
務
先
企
業
名
等
」
の
「
等
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
省
庁
ご
と
に
お
示
し
願
い
た

一



い
。

四

本
リ
ス
ト
に
あ
る
開
示
請
求
者
の
勤
務
先
に
連
絡
を
し
た
事
例
は
あ
る
の
か
。
ど
ん
な
問
い
合
わ
せ
を
し
た
の
か
。
時
系

列
に
月
日
、
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
省
庁
ご
と
に
お
示
し
願
い
た
い
。
ま
た
、
行
政
文
書
開
示
請
求
書
に
記
載
欄
の
あ
る
連
絡
先

で
は
な
く
て
、
な
ぜ
本
リ
ス
ト
に
あ
る
、
開
示
請
求
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
勤
務
先
に
連
絡
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
か
理
由
を
そ
れ
ぞ
れ
の
省
庁
ご
と
に
お
示
し
願
い
た
い
。

五

答
弁
書
で
は
本
リ
ス
ト
に
は
、
「
開
示
請
求
者
の
連
絡
先
と
し
て
開
示
請
求
者
の
勤
務
先
企
業
名
等
が
記
載
さ
れ
て
い

た
」
と
あ
る
。
こ
の
開
示
請
求
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
「
勤
務
先
企
業
名
等
」
の
情
報
を
ど
の
よ
う
に
し
て
入
手
し
た
の

か
。

六

答
弁
書
で
は
本
リ
ス
ト
に
は
、
「
開
示
請
求
者
の
連
絡
先
と
し
て
開
示
請
求
者
の
勤
務
先
企
業
名
等
が
記
載
さ
れ
て
い

た
」
と
あ
る
。
こ
の
開
示
請
求
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
「
勤
務
先
企
業
名
等
」
の
情
報
は
、
例
外
な
く
開
示
請
求
者
が
窓

口
で
、
自
発
的
に
出
し
た
名
刺
の
情
報
の
み
な
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
省
庁
ご
と
に
お
示
し
願
い
た
い
。

七

六
に
関
し
て
、
省
庁
が
開
示
請
求
者
に
質
問
し
た
り
、
省
庁
独
自
に
調
査
を
す
る
な
ど
の
情
報
収
集
は
全
く
無
い
と
考
え

て
い
い
の
か
。
す
べ
て
の
情
報
は
開
示
請
求
者
が
情
報
公
開
受
付
窓
口
で
自
発
的
に
出
し
た
情
報
の
み
な
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ

二



省
庁
ご
と
に
お
示
し
願
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


